
令和８年4月７日 
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気象警報発令時の休日の部活動について 

 

陽春の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素より、本校教育活動の推進に、ご

理解並びにご支援を賜り心より感謝申し上げます。 

さて、気象警報が発令された場合の部活動の対応措置について、下記の通り定めておりますの

で、お知らせいたします。生徒の安全な活動を最優先に考えております。 

何卒、ご理解とご協力を引き続きよろしくお願いいたします。 
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（１）各部活動顧問より、テトルにて連絡いたします。 

（２）中止の場合、スクールバス利用生徒のキャンセルについては、学校よりバス会社へ連絡し

ます。 

 （３）活動中における警報発令については、状況に応じて、下校や待機等の措置を判断します。 

（４）台風等の接近が予測されるときは、事前に活動の中止を決定する場合があります。 

【警報発令時の休日（長期休業中を含む）の部活動について】 

＊午前 6時の時点で警報が発令されている場合 

→ 午前の部活動は中止とする 

 


